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旅券（パスポート）申請のごあんない旅券（パスポート）申請のごあんない

① ○ ○ 1枚 ○

② ○ ○ 1枚 ○ ※1

○ ○ 1枚 ○

○ ○ 1枚 ○

○ ※2 1枚 ○

○ ※2 1枚 ○

○ ※2 1枚 ○

⑧ ○ ※2 1枚 ○ ○ ※3

⑨ ○ ○ 2枚 ○ ○ ※4

⑩ ○ ○ 1枚 ○ ※5

※１
※２

※３
※４

※５

●　住民票（申請の日前６か月以内に発行されたもの）が必要な方
・　転入届を提出した当日に旅券を申請する方
・　道外に住民登録があり、一定の条件を満たす方 （居所での申請　…　８ページ参照）
※　道内に住民登録している方は、住民基本台帳ネットワークシステムにより住所確認ができるため住民票は原則不要です。

●　刑罰等に該当する場合
・　申請書「刑罰等関係」の１～６いずれかに該当する方（３ページ参照）は、事前に北海道パスポートセンターまたは総合
　　振興局・振興局にお問い合わせください。審査に２か月程度を要しますので、余裕を持って申請をお願いします。
・　受付窓口は北海道パスポートセンターまたは総合振興局・振興局のみです。市町村での受付はできません

外国で旅券を紛失し「帰国のための渡航書」で帰国した（新規申請）

　【訂正新規申請・切替申請・残存有効期間同一申請について】

◆　新たな旅券を受領すると現有旅券は失効となり、旅券番号は変わります。

◆　訂正新規申請・切替申請は、残存有効期間が切り捨てになります。

◆　残存有効期間同一申請は、現有旅券と有効期間満了日が同じ新たな旅券を発行

　　します。

◆　切替申請は、残存有効期間が１年以上ある場合、原則申請できません。

◆　現在有効な旅券は、新たな旅券の受領時にも必ずお持ちください。

北海道で申請できる方は、道内に住民登録または居所がある方です。

居所での申請については8ページをご覧ください。

旅券事務の権限を移譲した市町村に住民登録されている方の申請・受取は、
市町村が窓口となります。（詳しくは5～6ページをご覧ください）

10年旅券の申請ができるのは、申請時に満年齢が１８歳以上の方です。

下表（①～⑩）からご自身の状況に合うものを選び、○印がついた必要な書類を

必ずご用意ください。また、※印のついた書類等もご用意ください。

令和７年(2025年)３月作成

２、７ページ参照

必要な書類等

初めて旅券申請をする（新規申請）

有効旅券の紛失・盗難等により紛失届を提出し、同時申請する（新規申請）

前回取得した旅券の有効期間が切れた（新規申請）

有効旅券の姓名、本籍地の都道府県、性別など身分事項記載ページに変更があった方

④　有効期間満了日が同一の旅券を新たに申請する（残存有効期間同一申請）

⑦　有効期間満了日が同一の旅券を新たに申請する（残存有効期間同一申請）

有効旅券の姓名、本籍地の都道府県、性別など身分事項記載ページに変更がない方

有効旅券の査証欄の余白がなくなった

有効期間切れの旅券も可能な限りお持ちください。申請時に確認後、無効処理（穴あけ）をしてお返しします。
有効旅券の記載事項（氏名、本籍の都道府県、性別）に変更がある場合または有効旅券が記載事項を読み取れないほど損傷し
ている場合は、「戸籍謄本」が必要です。
なお、戸籍謄本の提出が不要な方であっても、申請書には本籍を番地まで記入する必要がありますので、事前に本籍をご確認ください。
損傷の経緯を窓口で事情説明書に記載してください。
自宅以外での紛失、盗難の場合は、警察に届け出て、警察署発行の「遺失物届（盗難届）」を提出したことを証明する書類をお持
ちになるか、「遺失物届（盗難届）」の受理番号を「紛失一般旅券等届出書」に記入してください。
自宅で紛失した場合は、その経緯を紛失届に記載してください。
焼失の場合は、消防署または市町村が発行した「罹災証明書」をお持ちください。
紛失届の提出は必ずご本人が窓口にお越しください。
新たな旅券の申請をせずに紛失届のみを提出する場合は、パスポート用写真１枚及び本人確認のための書類をお持ちください。
「帰国のための渡航書」をお持ちください。

有効旅券が損傷している（切替申請）

③　有効旅券が10年又は５年の旅券を新たに申請する（訂正新規申請）

⑤　有効旅券の残存有効期間が１年未満になった（切替申請）

⑥　有効旅券が10年又は5年の旅券を新たに申請する（切替申請）

◆ 一般旅券発給申請書

（折り曲げないでください。）

● 記入例はこのごあんないの P３～P４に掲載しています。

● 10年旅券と５年旅券では申請書が違います（申請書表面右上に「10年用」、「５年用」と印字されています。）。

●

● インターネット上で入力し、ご自身で印刷した「ダウンロード申請書」で申請することもできます。

詳しくは外務省ホームページ「パスポート申請書ダウンロード」をご覧ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html

◆ 戸籍謄本 （全部事項証明書）

（電子化された戸籍では、戸籍謄本は「全部事項証明書」になります。）

● 申請の日前６か月以内に発行されたものをご用意ください。

●

●

●

●

◆ パスポート用写真（申請書に貼らずにお持ちください。）

※パスポート用写真として不適当なものは、次のとおりです。
× 　不鮮明なもの（焦点が合っていないもの、変色、明るさが不適切）、傷や汚れのついたもの。
× 　背景と人物の境目がわかりにくいもの、背景の色が濃いもの、影のあるもの。
× 　眼鏡のレンズに光が反射したもの。
× 　眼鏡のフレームや髪（影を含む）が目にかかっているもの。
× 　笑うなどして、平常の顔貌と著しく異なるもの（口を開き必要以上に歯が見えているものなど。）
× 　髪の毛、サングラス、マスクなどで目・鼻・口を隠すなど顔が確認しにくいもの。
× 　髪の毛、大きなアクセサリーや襟、マフラーなどで顔の輪郭が隠れたもの。
× 　ヘアバンド等により頭部が隠れているもの。
× 　写真専用紙以外の用紙に印刷したもの。
× 　デジタル写真の場合、ジャギー（階段状のギザギザ模様）があったり、画質が不適切なもの、

　左右が反転しているもの、画像データを加工処理したもの。
× 　カラーコンタクトレンズや、瞳のフチを広げるコンタクトを装着しているもの。
× 　フラッシュなどの影響により瞳が赤く写ったもの、意図的にフラッシュやライトの形状が写り込んだもの。

＜注意＞
　 自動で撮る証明写真や自宅等で撮影する場合は、大きさの調節など、規格に合うようご注意願います。

申請に必要な書類等

戸籍が同一のご家族が同時に申請をする場合は、戸籍謄本１通で全員の申請をすることができます。ただし、

一人の申請者の申請内容に不備があった場合は、そのご家族全員の申請をお受けできなくなることがあります。

２ページ以上のものを本人分だけ切り離したものは、無効です。

有効期間内の切替申請の場合で、今お持ちの旅券に記載されている氏名、本籍地の都道府県、性別に変更

のない方は不要です。ただし、申請書には、本籍地を記載する欄がありますので、事前に本籍地をご確認くだ

さい。

未成年の申請者とその親権者の姓が異なる場合は、その経緯がわかる戸籍が必要な場合があります。

18歳未満の方は５年旅券の申請のみとなります。

● 申請の日前６か月以内に撮影されたもの。
● 申請者本人のみを正面から撮影したもの。
● 無帽で背景や影がなく、目や顔、頭の輪郭が隠れていないもの。
● 縁なしで左記の寸法を満たしたもの。
● 顔の寸法は頭頂からあごまで。
● カラーでも白黒でも可。
● 写真裏面下部に名前を記入してください。
● 目の周辺に髪の毛、眼鏡、つけまつげ、まつげエクステ等の一部或いは

その影が入ってこないようにすること。

不適当な写真の場合は、撮り直しをお願いします。

●　コピーしたものは使えません。原本で有効なものをお持ちください。

① 下記から１点提示してください。

②

○以下の資格確認書
■国民健康保険 　■健康保険 　■船員保険 　■後期高齢者医療 　■国家公務員共済組合
■地方公務員共済組合 　■私立学校教職員共済制度
○その他
■介護保険被保険者証 　■国民年金手帳（証書） 　■基礎年金番号通知書 　■厚生年金手帳（証書）
■船員保険年金手帳（証書） 　■共済組合年金証書 　■恩給証書
■印鑑登録証明書（登録された印鑑も必要、申請の日前６か月以内に発行されたもの）…提出

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■日本国旅券（有効なものまたは失効後６か月以内のもの）

■運転免許証 　■マイナンバーカード 　■写真付きの住民基本台帳カード 　■船員手帳　 ■海技免状

■小型船舶操縦免許証 　■猟銃・空気銃所持許可証 　■戦傷病者手帳 　■電気工事士免状

■無線従事者免許証 　■宅地建物取引士証 　■写真付きの官公庁等職員身分証明書

■写真付きの身体障害者手帳（写真貼替え防止がなされているもの）

■運転経歴証明書（交付年月日が平成24年4月1日以降のもの）

■学生証（写真付き）、中学校の生徒手帳（学校長の押印のあるもの、写真がなくても可）

■会社の身分証明書（写真付き）　■日本国旅券（失効後６か月を経過したもの）

■写真付きの身体障害者手帳（写真貼替え防止がなされていないもの）

■その他写真付きの身分証明書（氏名の確認ができるもの）　■高齢受給者証

■（重度）心身障害・ひとり親（母子・父子）家庭・乳幼児・特定疾患の各医療受給者証

■本籍地市町村発行の身分証明書（申請の日前６か月以内に発行されたもの）…提出

■在学証明書（学校教育法第１条に規定する学校発行のもの） …提出

■生活保護受給証明書（パスポート用、申請の日前６か月以内に発行されたもの） …提出
■自衛官診療証   ■母子健康手帳（経産婦、妊娠中の方）   ■被爆者健康手帳

■資格証明書（国務大臣または都道府県知事発行のもの）

●　代理人が申請する場合、申請者本人と代理人の方それぞれの 「本人確認書類」が必要です。

●　小学生以下の子どもについては、法定代理人の本人確認書類で代用できます。

上記①の書類を提示できない場合は、下記のＡ欄から２点またはＡ欄とＢ欄から各1点ずつを提示または
提出してください。Ｂ欄から２点では受付できません。 

◆ 本人確認書類

代理提出について

未成年者（申請日に18歳未満の方）の申請について

有効なパスポートを紛失・焼失・損傷された方、刑罰等関係に該当する方、居所申請する方は、代理提出はできません。

申請書表面「所持人自署」「刑罰等関係」、裏面「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄は、代理の方でなく
必ず旅券名義人となる申請者本人が記入してください。

申請者本人の申請に必要な書類一式（１ページ参照）のほか、引受人についても本人確認書類（原本）が必要です。

代理提出の場合であっても、申請者の本人確認書類は必ず原本をお持ちください。コピーでは受理できません。

５名以上の代理提出をする場合は、予約の連絡が必要です。事前に提出いただく書類がありますので、遅くとも１週間
前までに申請書の提出日時の予約の連絡をお願いします。

代理の方によるパスポートの受取はできません。

申請できるのは５年旅券のみです。

申請書裏面の「法定代理人署名」欄に、親権者である父・母、または後見人の署名が必要です。

親権者や後見人が遠隔地に在住等の理由で申請書に署名ができない場合、北海道のホームページから「旅券申請
同意書」をダウンロードし、親権者や後見人が署名をして「同意書の郵送に使われた封筒」と一緒に提出してください
（旅券申請同意書の用紙は旅券窓口にもあります。）。

年齢の数え方は、「年齢計算ニ関スル法律」（明治35年法律第50号）により、誕生日の前日に１歳加算されます。

Ａ
欄

Ｂ
欄

●
●

●

◆　総合振興局・振興局・権限移譲市町村での申請・受取の場合

●  受取に必要なもの ① 引換証

閉庁日（土日・祝日・年末年始）を除き、申請日を１日目として９日目

申請日から約３週間後（詳しくは各窓口にお問い合わせください。）

●  旅券の受取は年齢に関係なく、必ず旅券名義人ご本人にお越しいただきます。代理での受取はできません。

一部、対象外の申請もありますので詳細は北海道のホームページをご確認ください。

■ 以下のケースにおいて、旅券申請に必要な書類（１ページ参照）のほか、次の書類が必要です。 

② 手数料（収入印紙と北海道収入証紙を引換証に貼付して納めていただきます。）

◆　北海道パスポートセンターでの申請・受取の場合

③ 有効なパスポート（初めての申請の方や、有効期限が切れた後に申請された方は不要です。）

● 受取までの日数

道内の権限移譲市町村に住民登録があり実際にその市町村に住んでいるが、他の市町村に所在する

通学先及び通勤先を「居所」として、居所申請をすることができます。
・　通学先・通勤先を示す書類

　　所在地の記載のある学生証または社員証、在学証明書、勤務先の在籍証明書を提示または提出してください。

居所（住民登録地以外）での申請について

旅券の受取について

オンライン申請について

未成年の方は居所申請に限らず、申請書に法定代理人の署名または旅券申請同意書（法定代理人直筆）が必要です。
居所申請申出書及び在籍証明書の用紙は、各旅券窓口に備え置いているほか、北海道のホームページからダウンロード
できます。

道内の権限移譲市町村に住民登録をしているが、学生、単身赴任等で一時的に道内の他の市町村に

・　居所を示す書類
所在地の記載のある学生証または社員証、在学証明書、勤務先の在籍証明書、居所の賃貸借契約書、居所に郵送され
た申請者宛の消印のある郵便物（６ヶ月以内）等を提示または提出してください。

道外に住民登録をしているが、学生、単身赴任等で一時的に道内にお住まいの方(1)

(2)

(3)

(4)

・　道内に居所があることを示す書類
所在地の記載のある学生証または社員証、在学証明書、勤務先の在籍証明書、居所の賃貸借契約書、居所に郵送され
た申請者宛の消印のある郵便物（６ヶ月以内）等を提示または提出してください。 

※　北海道庁関係窓口（５ページ参照）で申請する場合は住民票（申請日前6か月以内に発行されたもの）が必要です。

一時帰国の方
・　居所申請申出書
・　一時帰国であることを示す書類
有効な査証、滞在許可証、外国人登録証、永住証明書、再入国許可証、有効な外国旅券（二重国籍の場合）等を
提示または提出してください。

＊道内の権限移譲市町村に住民登録をしている方で上記の居所申請に該当せず、ご事情により北海道庁関係窓口（５ページ参
　照）で申請を希望される場合は、住民登録のある市町村窓口にお問い合わせください。

収入印紙 北海道収入証紙 合計金額

14,000 円 2,300 円 16,300 円

12歳以上 9,000 円 2,300 円 11,300 円

12歳未満 4,000 円 2,300 円 6,300 円

4,000 円 2,300 円 6,300 円

＊　「12歳未満」として申請できるのは12歳の誕生日の前々日までです。
＊　旅券は発行日から６か月間受け取らずに経過すると失効するため、交付予定日以降、速やかにお受け取りください。
＊　受け取らずに失効し、失効後５年以内に再度申請した場合の手数料は、上記の金額に収入印紙4,000円、北海道収入証紙
　　 2,000円が加算されます。

旅券申請の種類
手数料の額（書面申請）

10年間有効

５年間有効

残存有効期間同一

お住まいの方

学校、会社等に、通学または通勤している方

※背景は白色を推奨します。

　北海道内に居住し、居住地を立証できる場合、または海外からの一時帰国者が北海道内に滞在している場合には、その居
住地を管轄する道内パスポート窓口で申請することができます。

代理提出はできませんので、必ずご本人が申請窓口にお越しください。

　マイナンバーカードとスマートフォンを利用して、旅券の申請をオンラインで行うことも可能です。オンライン申請を行うと、窓口にお越し
いただくのは受取時の１回のみとなります。また、新規に旅券の申請をする場合は戸籍謄本が必要ですが、オンライン申請を利用する
場合は、戸籍情報がシステム上で連携されるため、提出は不要です。手数料はクレジットカードによるオンライン納付も可能です。

パスポートの
オンライン申請はこちらから

12歳以上
12歳未満

手数料の額（オンライン申請）

10年間有効

５年間有効

残存有効期間同一

収入印紙
（国分手数料）

北海道収入証紙
（都道府県分手数料） 合計金額

14,000 円 1,900 円 15,900 円
9,000 円 1,900 円 10,900 円
4,000 円 1,900 円 5,900 円
4,000 円 1,900 円 5,900 円

旅券申請の種類

＊受け取らずに失効し、失効後５年以内に再度申請した場合の手数料は、上記の金額に収入印紙（国分手数料）4,000円、北海道
　 収入証紙（都道府県分手数料）2,000円が加算されます。


